
（該当業務： ）

）

）

正規職員が関与すべき法的義務性

西脇市・多可郡広域シルバー人材センター
実施形態

委託の場合

優先度◆◇◆ 総合計画・行動計画 施策シート ◆◇◆ Ａ

確 認 項 目

老人福祉費03

法令名・根拠条文

目

在宅の独居高齢者が住み慣れた地域で快適に暮らせるよ
う、在宅の高齢者等が必要な軽度の日常生活の援助を行う
ことにより、自立生活を維持させる。

事業の対象（誰に対して・何に対して）

政 策 いきいきと暮らせる高齢者福祉の充実

基 本 政 策

05

02

軽度日常生活援助事業 長寿福祉課

部名

福祉生活部

事務事業名 課名

03

会計ともに支え合い、笑顔輝くあたたかなまち（健康・子育て・福祉）

番号

00

所属長名

01

原田 康弘20
総
合
計
画 施 策

千円

◆◇◆ 事 務 事 業 評 価 票 ◆◇◆

民生費

01 社会福祉費項

01 一般会計財
務
科
目

款

枝番号

Ｂ

事業の内容（目的達成のための手段・方法）

以降平成22年度

補助・単独

西脇市軽度日常生活援助事業実施規程

平成23年度 平成25年度

高齢者福祉サービスの充実

(①または②の場合)

展開方針
（年度別の事業内容）

事
務
事
業
の
概
要

市内に住所を有する在宅の65歳以上のひとり暮らし世帯及び
高齢者夫婦世帯（65歳以上の者と60歳以上の配偶者のみの世
帯）で前年分所得税非課税世帯に属する者、身体障害者1級
又は2級の者

①

根拠条例等

完了予定年度事業開始年度

平成24年度

行動計画掲載

企画政策課
意 見

千円

市 長 指 示 事 項 等

千円

平成22年度の実施内容・計画どおり実施できなかった理由

総事業費 千円 千円千円

基
本
事
項

家周りの手入れ、軽微な修繕、家屋内の整理整頓等の軽度な生活援助を提供する。援助の回数は、１世帯につき年１回８時
間までとし、自己負担額は、１時間当り200円とする。

Ｃ

③

根拠条例等

根拠法令要綱等

平成22年度の実施内容・成果

年度未定

②

年度

根拠法令要綱等

平成１２

事業の目的（どういう状態にしたいのか）

国・県の補助金有り 市単独

なし あり

直営 一部委託 その他（補助・負担金全部委託

入札 随意契約（契約先：

① 計画どおり進んでいる。

② おおむね計画どおり進んでいる。

⑤ 完了・達成（計画事業の終了）

③ 着手しているが、計画よりも遅れている

④ 計画どおり着手していない。

総合計画対象事業

市長公約・懸案事項

議会確認事項

Ａ Ｂ Ｃ

新規 継続 単年度

市単費上乗せ

義務実施事業

努力義務実施事業

任意実施事業

経常 臨時

① 計画どおり進んでいる。

② おおむね計画どおり進んでいる。

⑤ 完了・達成（計画事業の終了）

③ 着手しているが、計画よりも遅れている

④ 計画どおり着手していない。

総合計画対象事業

市長公約・懸案事項

議会確認事項

Ａ Ｂ Ｃ
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【１次評価】 評価実施：平成２２年度

【２次評価】 評価実施：平成２２年度

【３次評価】

総
合
評
価

総
合
評
価

総
合
評
価

１評 価
ポイント

事業の優先度（緊急性） ３ 事業の必要性

直接のサービスの相手方

20年度

１

0.03 0.03 0.03

②
1.2%

説明

0.7%

成
果
指
標

（
目
標

）

①
2,804円単価

単価

名称

157.5時間147.25時間

説明
1,931円2,544円

21人19人

12千円20千円単価
②

172.5時間 335時間

達成度

名称

22年度

48

169

総コスト[(A)+(C)] (D) 千円 413 431 439

32

27 28 32

238

361

48

238

事
務
事
業
デ
ー

タ (C) 千円

千円

23

一般財源

175

226

26

234

18年度単位

40

260

19年度 20年度 21年度

220

(A')

事業費(決算額) (A)

事業費(予算額または見込額）

201

184

260

22年度

260

活
動
指
標

（
目
標

）

受益者負担額 (E) 千円

名称

説明

名称

説明
①

受益者負担率[(E)/(D)]

184

238

193

目標値

0

28

165

238

18年度 19年度

単価

19千円

目標値
実績値

38千円

34

260

特定財源

25人

一般財源

一般職員所要人員 (B)

220

40

409

0.03

647

6.5%

21年度

7.3% 7.4%

37人

人

特定財源

23千円

152

11人

(F) ％ 6.5%

実績値
21千円 17千円

17千円

25人

200時間

2,736円

1.2%
1.9%

達成度
目標値

目標値

1.2%実績値

達成度

達成度

23人 26人 53人21人

実績値

事業利用時間数

一般人件費[平均給与×(B)]

独居高齢者への自立支援度

実利用者数/市内独居高齢者数

実利用者数

事業実利用者数

延利用者数

事業延利用者数

利用時間数

改
善
策

市民ニーズの把握 ３
事業の必要性 １１ 実施主体の妥当性

５ 市民ニーズの把握
評価結果

４
評価結果 在宅高齢者の日常生活上の援助サービスは「第４期西脇市高齢者福祉計画」の在宅生活を支えるサービス

として位置付けているため、継続実施する事業と判断する。ただし、実施運用上、より低所得者層へのサービ
スに特化するとともに、一世帯当たりの援助回数を制限することにより、対象者に広く利用してもらえるよう改
善する必要ありと判断し、既に平成21年度に見直しを実施したため、改善制度で継続実施する。

受益者負担の適切さ

平成21年度までは、規程上、所得制限を設けていなかったため高所得者の申請も可能で、また、１世帯当たりの利用回数
も月１回としていたため、特定の利用者が年間複数回の利用もあった。平成２２年４月１日より規程の見直しを行い、所得税
非課税世帯に限定し、かつ、利用回数も年１回に制限するよう事業の改善を図った。

判
断
理
由

改
善
策

評 価
ポイント

事業の優先度（緊急性）

直接のサービスの相手方
４
１

改
善
策

低所得者層の対象者であっても庭木の剪定や家屋内の整理整頓などについては、自力で可能な
人への支援ではなく、身体障害者など、真に援助が必要な人へ特化することが必要である。そのた
め、支援対象者の定義付けの見直しが必要である。

判
断
理
由

１
受益者負担の適切さ

平成21年度に内容を見直し、対象を絞り込むため低所得者層へ特化したり、援助回数を制限して
いる。ただし、対象者のうち真に支援が必要な人へのサービスが十分に行われているか疑問であ
る。

３
実施主体の妥当性

評価結果 判
断
理
由

拡充

継続実施

改善・見直し

廃止

抜本的見直し

休止

拡充

継続実施

改善・見直し

廃止

抜本的見直し

休止

拡充

継続実施

改善・見直し

廃止

抜本的見直し

休止
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